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令和４年３月 観音寺市教育委員会第４回定例会会議録 

 

日 時 令和４年３月 31日（月） 

開会 13時 55分  

閉会 15時 30分 

場 所 観音寺市役所４階 防災対策室 

出席者 教育長        三野 正 

教育委員       大久保 健二 

教育委員       渡邊 久仁子 

教育委員       秋山 晴雄 

教育委員       豊嶋 起公子 

 

説明のため出席した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

教育部長       合田 浩幸 

教育総務課長     中山 久城 

学校教育課長     茨木 孝治 

文化振興課長     高橋 真人   

市民スポーツ課長   長谷川 毅  

学校給食課長     大西 真人 

少年育成センター所長 横山 謙治 

教育センター所長   宝田 恒治 

 

教育総務課長補佐   井上 淳 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名  

会議録署名委員に、秋山委員と豊嶋委員を指名する。 

 

日程第２ 前回会議録の承認 

２月定例会・３月臨時会の会議録を承認する。  

 

日程第３ 教育長報告 

・２月22日から３月31日までの参加行事について報告 

 この間、新型コロナウイルスの新規感染者数が大分落ち着いて、土日の行事も

増えてきている状況です。 

三豊市立高瀬中学校の夜間中学校が４月から開校します。観音寺市からも入学

できますので、三豊市と打合せ等行いました。また、新聞報道されていましたが、

高瀬中学校は、不登校特区を国から認めらましたので、中学校３年生までの、現

在不登校になっている生徒も受け入れることができることになります。 

 観音寺こどもミュージカルが開催されました。総合監督から、びっくりするほ
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教育部長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

委員 

教育長 

学校給食課長 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

学校教育課長 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

学校教育課長 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

教育総務課長 

ど素晴らしい出来で驚いていると言っていただけるほど、年々レベルアップして

いるように感じています。これからも続いてくれるとありがたいと思っていま

す。 

 大野原幼稚園の閉園式を行いました。施設は一体的に使えるように改修を終え

４月からこども園として開園します。 

 市議会が開催されましたので、観音寺市議会３月定例会について、新型コロナ

ウイルス感染症対策本部会議について、教育部長より報告をお願いします。 

 

観音寺市議会３月定例会について報告 

観音寺市新型コロナウイルス感染症対策本部会議について報告 

 

日程第４ 

議案第８号観音寺市附属機関設置条例の一部を改正する条例について、議案第

９号観音寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例について、議案第10号観音寺市新学校給食センターPFI事

業者選定委員会規則（案）についての３議案は、新学校給食センターの関係です

が、提案理由が関連していますので、この３議案を続けて説明させていただきま

して、一括で審議・承認していただこうと思いますがいかがでしょうか。 

異議なし。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

（議案第８号・第９号及び第10号について資料により説明） 

ご意見等いかがでしょうか。 

異議なし。 

議案第８号・第９号及び第10号について承認します。 

次に、議案第11号観音寺市立小中学校事務共同実施要綱の一部を改正する要綱 

（案）について、事務局より説明をお願いします。 

（資料により説明） 

意見はありませんか。 

異議なし。 

議案第11号について承認します。 

次に、議案第12号観音寺市立小中学校情報機器貸与要綱の一部を改正する要綱

（案）について、事務局より説明をお願いします。 

（資料により説明） 

意見はありませんか。 

異議なし。 

議案第12号について承認します。 

次に、議案第13号観音寺市教育委員会事務局職員の人事発令について、事務局よ

り説明をお願いします。 

（資料により説明） 
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教育長 

委員 

教育長 

 

学校教育課長 

 

 

教育長 

 

委員 

 

意見はありませんか。 

異議なし。 

議案第13号について承認します。 

次に、その他事項について、事務局より説明をお願いします。 

（令和４年度西部教育事務所「要請による学校訪問」日程（案）について資料に

より説明） 

（令和４年度要保護及び準要保護児童生徒認定人員について資料により説明） 

次回会議は、令和４年４月25日（月）13時30分より行います。 

 

閉会あいさつ 

 

 

 

 

 


